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平成 27 年度「パブリックコメント手続」の運用結果（年報） 

１．パブリックコメント手続実施件数 

（平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31 日までに意見募集を開始したもの） 

＊政策等別（単位：件） 

行政計画 条例等 審査基準等 合計 

36 13 8 57 

 ＊局別（案件の多い順、単位：件） 

局名 件数 

まちづくり局 13 

総務局 6 

総合企画局 6 

経済労働局 6 

環境局 6 

健康福祉局 6 

市民・こども局 5 

建設緑政局 3 

こども本部 2 

財政局 1 

交通局 1 

病院局 1 

消防局 1 

２．パブリックコメント手続提出意見数の状況 

平成 29 年 1 月 18 日現在結果公表をしているもの 57件 

 合計 
平均 

（1件あたり） 

「意見の提出者数」 1,185 人 21 人 

「提出された意見数」 2,772 人 49 件 

「政策等に反映した意見数」 112 件 2件 



2 

（ア） 意見提出者が多い政策等 （上位１０件）

名   称 
区分 提出者数 

提出 

意見数 

ＨＰアクセ

ス数（※） 

川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱の改正

に関するパブリックコメントの実施について 
基準等 519 人 707 件 282 

「行財政改革に関する計画素案」に関する意見募集に

ついて 
計画 91 人 381 件 195 

「新たな総合計画 素案」に関する意見募集について 
計画 78 人 230 件 541 

平間配水所用地の有効利用に関する整備方針（案）に

ついて 
計画 42 人 75 件 190 

「新たな総合計画」第１期実施計画素案に関する意見

募集 
計画 30 人 122 件 3,436 

「川崎市子ども・若者ビジョン（案）」に関する意見募

集について 
計画 26 人 71 件 91 

「川崎駅周辺総合整備計画」改定素案（骨子）につい

て 
計画 23 人 56 件 222 

「川崎市新多摩川プラン（案）」について 
計画 21 人 71 件 300 

中小企業の活性化に関する条例の制定について 条例 19 人 59 件 52 

「川崎市一般廃棄物処理基本計画（案）」等について 
計画 19 人 191 件 170 

（イ） 意見数が多く寄せられた政策等 （上位１０件） 

名   称 区分
提出 

意見数 
提出者数 

ＨＰアクセ

ス数（※）

川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱の改

正に関するパブリックコメントの実施について 

基準等 
707 件 519 人 282

「行財政改革に関する計画素案」に関する意見募集

について 

計画 
381 件 91 人 195

「新たな総合計画 素案」に関する意見募集について 計画 230 件 78 人 541

「川崎市一般廃棄物処理基本計画（案）」等について 計画 191 件 19 人 170

「新たな総合計画」第１期実施計画素案に関する意

見募集 

計画 
122 件 30 人 3,436

「川崎市新多摩川プラン（案）」について 計画 71 件 21 人 300

「川崎市子ども・若者ビジョン（案）」に関する意見

募集について 

計画 
71 件 26 人 91

中小企業の活性化に関する条例の制定について 条例 59 件 19 人 52

川崎市環境教育・学習基本方針の改正について 計画 58 件 18 人 131 

「新・かわさき観光振興プラン（案）」に関する意見募

集について 
計画 50 件 13 人 188

※ＨＰアクセス数は、（ア）、（イ）いずれも、意見募集の

開始月から終了月までの数値を示しています。 
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３  パブリックコメント手続免除

「パブリックコメント手続条例」第 5条第 4項各号に基づき、パブリックコメント手続を免

除した政策（平成 27 年 4月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日までに公表を行ったもの。） 

＊政策等別 

条例等 審査基準 行政計画 合計 

33 1 0 34 

＊局別（案件の多い順上位５局、単位：件） 

局名 件数 

まちづくり局 5 

総務局 4 

市民・こども局 4 

健康福祉局 4 

消防局 4 

＊適用条項別 

・第５条第４項第１号             1 件 

（法令又は国若しくは神奈川県と実質的同一の政策等を決めなくてはならないとき） 

・第５条第４項第４号             １件 

（他の策定機関がパブコメ手続きを実施して定めた政策等と同一の政策等を定めるとき） 

・第５条第４項第５号             ３件 

（相互に密接な関係を有する場合、片方の政策がパブリックコメントを行っているとき） 

・第５条第４項第８号            ２９件  

（法令・行政計画等の策定、改廃に伴い必要とされる規程の整理、その他の軽微な変更） 



4 

４ パブリックコメント HP アクセス数（月別） 

＊アクセス数は市役所内パソコンからのアクセス数は含まれません。 

また、アクセス数は政策ごとのページへのアクセス数の総計です。 

 ＊アクセス数は平成 27年 4 月から平成 28年 3月までです。 

集 計 年 月 日 アクセス総数（件） 前年同月 

平成 27年 4 月 5,633 4,447 

平成 27 年 5 月 4,991 4,405 

平成 27 年 6 月 5,027 4,619 

平成 27 年 7 月 5,110 7,473 

平成 27 年 8 月 5,107 5,495 

平成 27 年 9 月 4,282 7,128 

平成 27 年 10 月 4,352 5,130 

平成 27 年 11 月 5,060 4,569 

平成 27 年 12 月 8,773 7,177 

平成 28 年 1 月 5,296 9,152 

平成 28 年 2 月 6,104 8,474 

平成 28 年 3 月 6,616 6,090 

合計 66,351 74,159 

平均 5,529 6,180 


